
旅行や出張等における滞在先での不在者投票の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ※投票用紙が投票日までに到着しないと 

無効となりますので余裕を持って投票してください。 
 
 
※郵便でのやりとりなので日数を要します。 

申請は４日前までに、投票は２日前までに済ませる等、手続きは余裕を

もって行ってください。 

最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票する。 
※不在者投票証明書は絶対に開封しないで下さい。 

 ※投票用紙には予め記入しないで下さい。 
 ※居住地以外の選挙管理委員会でも投票できます。 

マイナンバーカードと対応するスマート

フォンをお持ちの方は、専用フォームか

らオンラインでの請求も可能です。 

不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書を

記入し、富士市選挙管理委員会事務局へ郵送

または直接提出して下さい。 
※市内のご家族等、代理人の提出も可能です。 

富士市 
選挙管理

委員会 
＜請求先＞ 
 
〒417-8601 
静岡県富士市 
永田町１丁目 
１００番地 
 
TEL 
0545-55-2879 

①投票用紙の請求 

投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書

を郵便等で交付します。 
※通常、対面受け取りの文書で送付します。 

③投票に行く 

滞在先の 
選挙管理

委員会 

富士市選挙管理委員会 

投票用紙を受け取った選挙管

理委員会が、富士市選挙管理委

員会へ投票用紙を郵送します。 

郵送された投票用紙を 
投票日に投票箱へ投函 

②投票用紙等の交付 


